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答    申    書  

 

 

 昭和 60 年４月 23 日付け諮問第 10 号「航空無線通信の技術的諸問題」のうち「Ｖ

ＨＦ帯航空無線電話の無線設備に関する技術的条件」について、審議の結果、別添の

とおり答申する。 

 

 

 
 
 
   印 

（案） 



別添 

 

昭和 60年４月 23日付け諮問第 10号「航空無線通信の技術的諸問題」のうち

「ＶＨＦ帯航空無線電話の無線設備に関する技術的条件」に対する答申 

 

８．３３kHz間隔のＶＨＦ帯航空無線電話の技術的条件は、以下のとおり

とすることが適当である。 

 

１ 一般的条件 

(1)無線周波数帯 

   ＶＨＦ帯であること。 

 

 (2)変調方式 

   振幅変調方式（Ａ３Ｅ）であること。 

 

２ 送信装置の条件 

(1)周波数の許容偏差 

周波数の許容偏差は、次のとおりであること。 

   ア 航空局 ±０．０００１％ 

イ 航空機局 ±０．０００５％（注） 

    （注）ただし、ＲＴＣＡ ＤＯ－１８６ａ／ｂを適用するものに限る。 

 

(2)占有周波数帯幅の許容値 

占有周波数帯幅の許容値は、次のとおりであること。 

５．６kHz以下 

ただし、航空機局について、ＲＴＣＡ ＤＯ－１８６ａに準拠した８．

３３kHz対応の送信装置のうち、すでに型式検定を取得しているものについ

ては、６kHz以下とする。 

 

(3)スプリアス発射の強度 

帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値は、次のとおりで

あること。 

ア ２５Wを超える場合 １mW以下であり、かつ、基本周波数の平均

電力より６０dB低い値であること。 

イ １Wを超え２５W以下の場合 ２５μW以下であること。 

ウ １W以下の場合 １００μW以下であること。 

 

 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりであ

ること。 



ア ５０Wを超える場合 ５０μW以下又は基本周波数の搬送波電力

より７０dB低い値であること。 

イ ２５Wを超え５０W以下の場合 基本周波数の搬送波電力より

６０dB低い値であること。 

ウ １Wを超え２５W以下の場合 ２５μW以下であること。 

エ １W以下の場合 ５０μW以下であること。 

 

なお、航空機局に搭載する無線設備のうち、ＲＴＣＡ ＤＯ－１８６

ｂを適用するものにあっては、ハーモニクス輻射は－６０dBcよりも小

さいこと。（ＧＮＳＳバンド（１５５９－１６１０MHz）については－６

０dBm以下。） 

 

(4)空中線電力の許容偏差 

空中線電力の許容偏差は、次のとおりであること。 

ア 上限 ２０％ 

イ 下限 ５０％ 

 

(5)変調度 

変調度は、次のとおりであること。 

８５％以上 

 

(6)信号対雑音比（航空機局に限る。） 

１０００Hzの周波数で７０％変調をした場合において３５dB以上で

あること。 

 

(7)総合周波数特性  

変調周波数３５０Hzから２５００Hzまで６dB以内であること。 

 

(8)その他の条件 

その他の条件については、現行の無線設備規則第４５条の１２及び第

４５条の１５の規定によること。 

 

３ 受信装置の条件 

 (1)一信号選択度（通過帯域幅） 

ア 航空局 

１０００Hzの周波数で３０％変調をされた受信機入力電圧を受信装置の最

大感度の点から６dB高い値で加えた場合において、当該装置の最大感度時にお

ける出力と同等の出力となるときの幅が割当周波数から当該割当周波数の±２．

８kHz 以上であること。 



イ 航空機局 

１０００Hzで３０％変調の入力電圧を最大感度の点から６dB 高い値で加え

た場合、当該装置の最大感度時における出力と同等出力になるときの幅が、割

当周波数から当該割当周波数の±０．００５％ （オフセットキャリアを受信す

る場合は、割当て周波数から±８kHz）以上となること。 

ただし、ＲＴＣＡ ＤＯ－１８６ａ／ｂを適用する８．３３kHz間隔対応受

信機については、６dB 低下の通過帯域幅は±２．８kHz以上であること。 

    

(2) 一信号選択度（減衰量）（航空機局に限る。） 

１０００Hzで３０％変調の入力電圧を加えた場合の最大感度時における出力と

同等の出力となるときの、当該受信機入力電圧の４０dB 低下の帯域幅が±１７kHz

以内、６０dB 低下の帯域幅が±２５kHz 以内であること。 

ただし、ＲＴＣＡ ＤＯ－１８６ａ／ｂを適用する８．３３kHz間隔対応受信機

については、６０dB以下の帯域幅は±７．３７kHz以内であること。 

 

 

(3) 実効選択度（混変調特性） 

２０μV以上５００μV以下の１０００Hzで３０%変調をされた希望波入力電圧を

加えた状態の下で、希望波から５０kHz 以上離れ、かつ１０００Hz で３０%変調をさ

れた１０mVの妨害波（周波数は１００MHz以上１５６MHz以下）を加えた場合にお

いて、混変調による受信機出力が定格出力に比して-１０dB以下であること。 

ただし、ＲＴＣＡ ＤＯ－１８６ａ／ｂを適用する８．３３kHz間隔対応受信機

については、希望波から１６．６６kHz 以上離れ、かつ１０００Hz で３０%変調をさ

れた１０mVの妨害波（周波数は１００MHz以上１５６MHz以下）を加えた場合にお

いて、混変調による受信機出力が定格出力に比して-１０dB以下とする。 

 

(4)隣接チャネル除去機能（航空機局に限る。） 

ＲＴＣＡ ＤＯ－１８６ａ／ｂを適用する８．３３ｋＨｚ間隔の機器については、

下記に示すような希望波と妨害波の隣接チャネル除去比（希望波および最低妨害波

のレベル比）は少なくとも４５dB でなければならない。 

【希望波】 

    レベル：信号対雑音比は２０dB となるように調整 

    変調度：１０００Hzで６０％変調 

    周波数：選択した周波数 

【干渉波】 

    レベル：信号対雑音比は２０dB から１４dB まで低下するように調整 

    変調度：４００Hz で６０％変調 

 周波数：一つ上と下の隣接チャネル 

 



(5)その他の条件 

その他の条件については、現行の無線設備規則第４５条の１２及び第

４５条の１５の規定によること。 

 

４ 測定法 

(1)航空局 

測定法については、一般的に行われている測定法を適用すること。 

 

(2)航空機局 

ＲＴＣＡ ＤＯ－１８６、１８６ａ及び１８６ｂに測定法が規定され

ているものについては、それに準拠し、ＲＴＣＡ ＤＯ－１８６、１８

６ａ及び１８６ｂに測定法が規定されていないものについては、一般的

に行われている測定法によること。 

 

５ 環境条件及び環境試験方法 

(1)航空局 

ＶＨＦ帯航空無線電話は重要な航空無線通信設備として高い信頼性と

安全性が要求されていることから、環境条件を十分に配慮した上で設置

されることが望ましい。 

(2)航空機局 

  ア 一般的環境条件 

無線設備規則第４５条の５に規定されている航空機に搭載される無

線設備の一般的条件を遵守すること。 

  イ 環境条件及び環境試験方法 

     ＶＨＦ帯航空無線電話の環境試験方法は、運用環境に適合した環境

条件を設定し、ＪＩＳ－Ｗ－０８１２ ２００４「航空機搭載機器－環

境条件及び試験手順」によること。 

     ただし、ＪＩＳ－Ｗ－０８１２ ２００４が改訂された場合にはこれ

に代わる新規の「航空機電子機器環境試験－環境条件及び試験手順」

によることとし、改訂されない場合であっても、国際性が高いＲＴＣ

Ａ ＤＯ-１６０等の改訂が行われた場合には、これに従うことを考慮

する必要がある。 

 

 

 


